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(57)【要約】
　神経刺激器が、且つ、具体的には、尺骨及び／又は正
中神経などの末梢神経用の非侵襲型の神経刺激器が、提
供されている。刺激器は、電気、光、音響、磁界、振動
、又は圧力、或いは、これらの刺激の組合せを使用して
正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、ユーザーの左
及び／又は右腕、手首、又は手の近傍において装着する
ことができる。装置は、スタンドアロンのバンド又はク
ラスプの形態、或いは、フィットネストラッカバンド、
腕時計、又はスマートウォッチの一部分の形態を有する
。神経刺激器は、上述の刺激のいずれか又は組合せを生
成するための刺激生成器と、生成された刺激をユーザー
の腕、手首、又は手に適用するためのアプリケータと、
刺激生成器及びアプリケータの動作を制御するためのコ
ントローラと、を有する。いくつかのケースにおいては
、光、音響、磁界、振動、又は圧力などの刺激の場合に
、生成器及びアプリケータは、単一のコンポーネントに
組み合わせることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、ユーザーの
左及び／又は右腕、手首、又は手の近傍において装着される、前記尺骨及び／又は正中神
経を含む末梢神経用の非侵襲型の神経刺激器であって、
　少なくとも１つの刺激を生成するための刺激生成器と、
　前記生成された刺激を前記ユーザーの前記腕、手首、又は手に適用するためのアプリケ
ータと、
　前記刺激生成器及び前記アプリケータの動作を制御するためのコントローラと、を有す
る神経刺激器。
【請求項２】
　前記刺激は、方形、矩形、正弦、又は三角波形を含む連続波として、或いは、一連のパ
ルスとして、適用される、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項３】
　前記アプリケータは、好ましくは、前記ユーザーの腕、手首、又は手の前又は腹側の近
傍において、前記刺激を前記ユーザーの皮膚に適用するべく、少なくとも１つの刺激イン
ターフェイスを有する、請求項２に記載の神経刺激器。
【請求項４】
　心拍数（ＨＲ）及び／又は心拍変動（ＨＲＶ）及び／又は体温及び／又はＳＰＯ２及び
／又はＧＳＲ（Galvanic Skin Response）及び／又は慣性計測を含む、前記ユーザーと関
連する生理学的パラメータを監視及び判定するべく、前記アプリケータ内において又はそ
の近傍において実施された、ユーザー生体計測測定センサを含む、請求項３に記載の神経
刺激器。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記ユーザー生体計測測定センサとの通信状態にあるユーザー生
体計測測定モジュールを含む、請求項４に記載の神経刺激器。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記ユーザーの皮膚の導電率を計測するためのＧＳＲセンサとの
通信状態にあるＧＳＲ（Galvanic Skin Response）検出モジュール、並びに／或いは、ユ
ーザー生体計測測定モジュール、を含む、請求項５に記載の神経刺激器。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記ユーザーが運動活動に従事しているかどうかを判定するべく
、ＩＭＵセンサとの通信状態にある慣性計測（ＩＭＵ）モジュールを含む、請求項５に記
載の神経刺激器。
【請求項８】
　前記ユーザーと関連する前記生理学的パラメータを監視及び判定するための前記ユーザ
ー生体計測測定センサと、前記刺激インターフェイスと、は、前記ユーザーの腕、手首、
又は手の周囲の周りにおいて、少なくとも３０度だけ、離隔しているか、或いは、セグメ
ント化されている、請求項４～７のいずれか一項に記載の神経刺激器。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記適用される刺激を刺激プロファイルに従って制御するべく、
刺激コントローラを含み、前記刺激プロファイルは、持続時間及び／又は周波数及び／又
は強度／振幅及び／又は幅の観点において前記適用される刺激を定義している、請求項４
～８のいずれか一項に記載の神経刺激器。
【請求項１０】
　前記刺激器は、前記神経刺激器と、前記ユーザーのモバイル装置及び／又はリモートサ
ーバーを含む外部又はリモート装置の間における通信及びデータ転送を促進するべく、通
信モジュールを含む、請求項９に記載の神経刺激器。
【請求項１１】
　前記刺激器から転送される前記データは、前記生体計測測定センサによって判定された



(3) JP 2019-523031 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

持続時間、周波数、及び強度、並びに／或いは、前記生理学的パラメータを含む、前記適
用される刺激に関する情報を含む、請求項１０に記載の神経刺激器。
【請求項１２】
　前記外部又はリモート装置から前記刺激器に転送される前記データは、前記コントロー
ラが、前記生成器及び前記アプリケータとの関連において、前記刺激コントローラモジュ
ールを介して、結果的に実装しうる、修正又は調節された刺激プロファイルを実装するべ
く適用される前記刺激の変化に関する情報を含む、請求項１０に記載の神経刺激器。
【請求項１３】
　前記１つ又は複数の刺激器は、前記ユーザーの左腕及び／又は手首及び／又は手、前記
ユーザーの右腕及び／又は手首及び／又は手、或いは、前記ユーザーの左及び右腕及び／
又は手首及び／又は手を刺激するように、装着されている、請求項１０～１２のいずれか
一項に記載の神経刺激器。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの刺激は、電気、光、音響、磁界、振動、又は圧力、或いは、これ
らの刺激の任意の組合せを含む、請求項９～１３のいずれか一項に記載の神経刺激器。
【請求項１５】
　光、音響、磁界、振動、又は圧力刺激の場合に、前記生成器及びアプリケータは、単一
の一体的なコンポーネントに組み合わせられる、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項１６】
　電気刺激の場合に、前記刺激生成器は、スイッチングマトリックスを介した適用のため
に前記電気刺激を生成するべく、高電圧生成器及び電流リミッタを含む、請求項１４に記
載の神経刺激器。
【請求項１７】
　前記電気刺激は、一連の電気パルスを有し、前記刺激コントローラモジュールは、前記
刺激プロファイルに従って、前記スイッチングマトリックスを介して、前記電気刺激のス
イッチングを制御するべく、スイッチ制御モジュール及びパルス制御モジュールを含む、
請求項１６に記載の神経刺激器。
【請求項１８】
　前記刺激インターフェイスは、前記刺激インターフェイスの動作を制御するべく、前記
スイッチングマトリックスに接続された少なくとも１つのスイッチング構成を含む、請求
項１７に記載の神経刺激器。
【請求項１９】
　電池及び関係する電池充電器が、それぞれの刺激インターフェイスと関連するそれぞれ
のスイッチング構成に接続されている、請求項１８に記載の神経刺激器。
【請求項２０】
　前記刺激インターフェイスは、前記関連する１つ又は複数の神経を刺激するべく、前記
ユーザーの組織を通じて電流を送るように、少なくとも１つの電極ペアを含む、請求項１
９に記載の神経刺激器。
【請求項２１】
　少なくとも１つの電極ペアは、前記電極ペアが電流を提供し且つ受け取ることができる
ように、デュアル機能を有する、請求項２０に記載の神経刺激器。
【請求項２２】
　前記電極ペアは、前記神経系の特定のエリアの狙いが定められた刺激を許容するべく、
既定の構成を有するように構成されている、請求項２１に記載の神経刺激器。
【請求項２３】
　前記電極ペアは、前腕の長さに沿って延在する、前記尺骨及び／又は正中神経に狙いを
定めるべく、互いに平行に延在している、請求項２２に記載の神経刺激器。
【請求項２４】
　前記電極ペアは、前記尺骨及び／又は正中神経に狙いを定めるべく、十字形のパターン
において提供されている、請求項２２に記載の神経刺激器。
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【請求項２５】
　一連の電気パルスのケースにおいて、それぞれの刺激パルスは、単一の周波数のパルス
を有していてもよく、或いは、同一又は異なる周波数の２つ以上のパルスの組合せを有す
るパルスを有しうる、請求項１６～２４のいずれか一項に記載の神経刺激器。
【請求項２６】
　前記パルス刺激プロファイルは、０．１Ｈｚ～１０００Ｈｚの周波数範囲であり、１０
０μＡ～１０ｍＡの強度と、１μＳ～１００ｍＳのパルス幅と、を有する、請求項２５に
記載の神経刺激器。
【請求項２７】
　前記刺激は、例えば、約１Ｈｚの周波数を有する低速発振波形、約１５Ｈｚの周波数を
有する、前記低速発振波形の上部において重畳された中間発振波形、並びに、３０Ｈｚ～
５０Ｈｚの周波数を有する、前記低速波形パルス及び前記中間発振波形の上部において重
畳された高発振波形などの、２つ以上の周波数の合計を有する、請求項２６に記載の神経
刺激器。
【請求項２８】
　磁気刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、前記
ユーザー組織内において電流を誘発するように、時変磁界生成器及び関係する刺激インタ
ーフェイスを含む、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項２９】
　光刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）及びレーザーを有する群から選択された光源を含む、請求項１４に記
載の神経刺激器。
【請求項３０】
　音響刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、音響
生成器を含む、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項３１】
　振動刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、振動
生成器を含む、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項３２】
　圧力刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、振動
生成器を含む、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項３３】
　前記神経刺激器は、フィットネストラッカバンド、クラスプ、パッチ、ストラップ、又
はスリーブ、或いは、腕時計又はスマートウォッチ内において実施及び／又は保持及び／
又は収容及び／又は統合された、且つ／又は、これらに固定された、携帯型のウェアラブ
ルな刺激器の形態を有する、請求項１～３２のいずれか一項に記載の神経刺激器。
【請求項３４】
　前記腕時計は、隣接する曲がりやすいストラップ部分がヒンジ方式によって装着される
、中央の湾曲したクリッピング本体を有するクラスプ構成を利用しており、前記神経刺激
器は、前記クリッピング本体に対して、一体的に装着される、或いは、着脱自在に装着可
能である、請求項３３に記載の神経刺激器。
【請求項３５】
　前記神経刺激器は、一体的な装置を形成するべくスマートウォッチに対して結合された
携帯型のウェアラブルな刺激器であり、前記スマートウォッチは、好ましくは、前記ユー
ザーの手首の背側において位置決めされたストラップに装着された腕時計演算装置を有し
、前記神経刺激器は、前記ストラップの腹側において提供されている、請求項１７のいず
れか一項に記載の神経刺激器。
【請求項３６】
　前記神経刺激器の前記通信モジュールは、好ましくは、無線による、前記腕時計演算装
置と前記神経刺激器の間における通信及び／又は前記データ及び情報の転送を可能にして
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いる、請求項３５に記載の神経刺激器。
【請求項３７】
　前記腕時計演算装置及び前記神経刺激器は、前記ストラップ上において互いに直径方向
において反対側に配置されており、前記神経刺激器の前記通信モジュールは、前記手首の
前記背側において配置された前記プロセッサとの間における前記刺激データの送信と生体
計測データの受信の両方のための通信コンポーネントを有する、請求項３６に記載の神経
刺激器。
【請求項３８】
　前記パルス制御モジュールは、前記スマートウォッチからの受信された生体計測データ
に基づいて電気刺激パルスプロファイルをトリガするべく、コントローラロジックを含む
、請求項３７に記載の神経刺激器。
【請求項３９】
　前記刺激コントローラモジュールは、閉ループ生体フィードバック構成を定義するよう
に、前記ユーザー生体計測測定センサから前記ユーザー生体計測測定モジュールによって
受け取られた前記生理学的パラメータ及び／又は前記ＧＳＲ検出モジュール及び／又はＩ
ＭＵモジュールからの徴候に基づいて刺激プロファイルを適用している、請求項３７に記
載の神経刺激器。
【請求項４０】
　前記刺激コントローラモジュールは、前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレ
ベル又はプロファイルと比較し、且つ、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使
用されている既存の刺激プロファイルを調節している、請求項３９に記載の神経刺激器。
【請求項４１】
　前記刺激コントローラモジュールは、前記生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、
前記生理学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記生理
学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、更に別の刺激プロ
ファイルを選択及び適用することができる（或いは、前記刺激を停止することができる）
、請求項４０に記載の神経刺激器。
【請求項４２】
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、前記尺骨及
び／又は正中神経を含む末梢神経用の非侵襲型の神経刺激器を動作させる方法であって、
前記神経刺激器は、刺激プロファイルに従って少なくとも１つの刺激を生成するための刺
激生成器と、前記生成された刺激をユーザーの腕、手首、又は手に適用するためのアプリ
ケータと、前記刺激生成器及び前記アプリケータの動作を制御するためのコントローラと
、を有し、前記方法は、
　ユーザーと関連する生理学的パラメータを受け取ることと、
　前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル又はプロファイルと比較すること
と、
　相応して、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用されている前記既存の刺
激プロファイルを調節することと、を有する方法。
【請求項４３】
　前記生理学的パラメータの監視を継続するステップを含み、且つ、
　前記生理学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記方
法は、前記生理学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、別
の刺激プロファイルを選択する（或いは、前記刺激を停止する）ことを含む、請求項４２
に記載の方法。
【請求項４４】
　対話型のコンピュータ認識トレーニングアプリケーションとの間における前記ユーザー
のやり取りを監視するステップを含み、これには、前記ユーザーが従事しなければならな
い特定の活動又は学習要素との間において、且つ／又は、前記トレーニングにおける既定
の時点において、前記刺激の前記適用を調整するべく、トレーニング処理モジュールを提



(6) JP 2019-523031 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

供するステップが更に含まれる、請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記トレーニングにおいて前記ユーザーのパフォーマンスを監視し、且つ、刺激プロフ
ァイルを選択するように、或いは、１つの刺激プロファイルが既に使用されている場合に
は、別の刺激プロファイルを選択するように、前記刺激コントローラモジュールに対して
指示するステップを含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ユーザーのパフォーマンスの監視を継続し、且つ、既定のパフォーマンスレベルが
実現されたら、別の刺激プロファイルを選択するか、或いは、前記刺激を停止するステッ
プを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ユーザーが、前記ユーザーの正中及び／又は尺骨神経の刺激の際に対応する解剖学
的運動を観察するべくやり取りしうる、視覚化コンピュータ上において稼働する視覚化装
置との間における前記ユーザーのやり取りを監視するステップを含む、請求項４６に記載
の方法。
【請求項４８】
　前記正中及び／又は尺骨神経と関連する筋肉又は筋肉グループの前記運動の前記視覚化
装置上における前記表示との間において、連携した状態において、前記正中及び／又は尺
骨神経に対する前記刺激の前記適用を調整するべく、視覚化モジュールを提供するステッ
プを含む、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記視覚化装置は、仮想現実又は眼フィードバック装置を有する、請求項４８に記載の
方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腕、手首、又は手の内部の神経を刺激する装置及び方法に関し、且つ、更に
詳しくは、限定を伴うことなしに、尺骨神経及び正中神経を含む、ユーザーの末梢神経の
神経刺激用の装置に関する。
【０００２】
　一実施形態において、装置は、スタンドアロンのバンド又はクラスプの形態を有しうる
又はフィットネストラッカバンド、腕時計、又はスマートウォッチに統合されうる、ユー
ザーの腕、手首、及び手の近傍において電気、光、音響、磁界、振動、又は圧力を使用し
て正中及び尺骨神経を刺激するように構成された携帯可能且つ非侵襲型のモジュールの形
態を有することができる。
【０００３】
　本発明の装置（並びに、関係する方法）の潜在的なユーザーは、非医学的な徴候及び医
学的な徴候の改善を目的として、個々の消費者及び／又は患者を含む。
【０００４】
　非医学的な徴候は、限定を伴うことなしに、疲労への対処、用心深さ及び運動技能の開
発を含む、スポーツ能力及び持久力を含む。非医学的な徴候は、この場合にも限定を伴う
ことなしに、学習、判読、注意、又はマルチタスキング、体重減少、及び時差ぼけのみな
らず、マインドフルネスなどの認識能力の改善を更に含みうる。
【０００５】
　医学的徴候は、限定を伴うことなしに、ＡＤＨＤの改善、うつ病、癲癇、不眠症、偏頭
痛、不安、鋭い及び慢性的な痛み、心血管障害、運動障害、及び機能回復を含む。
【背景技術】
【０００６】
　神経系は、中枢神経系と、末梢神経系と、から構成されている。末梢神経系（ＰＮＳ：
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Peripheral Nervous System）の機能は、中枢神経系を四肢及び臓器に対して接続すると
いうものである。
【０００７】
　様々な脊髄神経が、神経を相互接続する神経叢ネットワークの形成に寄与している。腕
神経叢は、いくつかの主要な叢のうちの１つであり、且つ、３１個の脊髄神経のうちの５
つとの間においてやり取りしている。図１に示されているように、腕神経叢から人間の前
腕の内部に延在しているのが、正中及び尺骨神経である。正中及び尺骨神経は、腕神経叢
及び脊髄神経を介した脳及び自律神経系へのコンジットを形成している。これらの神経の
刺激は、運動／感覚脳機能のみならず、自律神経系にも影響を及ぼしうる。
【発明の概要】
【０００８】
　広い意味において、本発明は、神経刺激器を提供し、且つ、具体的には、電気、光、音
響、磁界、振動、又は圧力、或いは、これらの刺激の任意の組合せを使用して正中及び／
又は尺骨神経を刺激するべく、ユーザーの左及び／又は右腕、手首、又は手の近傍におい
て装着されうる、尺骨及び／又は正中神経などの末梢神経用の非侵襲型の神経刺激器を提
供しており、この装置は、スタンドアロンのバンド又はクラスプの形態を有するか、或い
は、フィットネストラッカバンド、腕時計、又はスマートウォッチの一部分を形成してい
る。１つ又は複数の神経刺激器は、ユーザーの左腕及び／又は手首及び／又は手、ユーザ
ーの右腕及び／又は手首及び／又は手、或いは、ユーザーの左及び右腕及び／又は手首及
び／又は手を刺激するように、装着することができる。
【０００９】
　もう少し詳細には、神経刺激器は、上述の刺激のいずれか又は組合せを生成するための
刺激生成器と、生成された刺激をユーザーの腕、手首、又は手に適用するためのアプリケ
ータと、刺激生成器及びアプリケータの動作を制御するためのコントローラと、を有する
。いくつかのケースにおいては、光、音響、磁界、振動、又は圧力などの刺激の場合には
、生成器及びアプリケータは、単一のコンポーネントに組み合わせることができる。
【００１０】
　一実施形態においては、アプリケータは、少なくとも１つの刺激インターフェイスを有
しており、刺激インターフェイスは、通常は、ユーザーの腕、手首、又は手の前側又は腹
側の近傍において、刺激をユーザーの皮膚に適用するべく、刺激の特性に応じて、様々な
形態を有することになろう。
【００１１】
　一実施形態においては、刺激は、方形、矩形、正弦、又は三角波形を含む連続波として
、或いは、一連のパルスとして、適用することができる。
【００１２】
　一実施形態においては、且つ、用途に応じて、刺激器は、限定を伴うことなしに、心拍
数（ＨＲ：Heart Rate）、心拍変動（ＨＲＶ：Heart Rate Variability）、体温、ＳＰＯ
２、ＧＳＲ（Galvanic Skin Response：電気皮膚反応）、及び慣性計測のうちの任意のも
のを含む、ユーザーと関係する生理学的パラメータを監視及び判定するべく、アプリケー
タ内において又はその近傍において実施されうる（但し、これは、必ずしも必須ではない
）、ユーザー生体計測測定センサを含むことができる。
【００１３】
　一実施形態においては、コントローラは、ユーザー生体計測測定センサとの通信状態に
あるユーザー生体計測測定モジュールを含むことができる。
【００１４】
　一実施形態においては、コントローラは、ユーザーの皮膚の導電率を計測するべく、Ｇ
ＳＲセンサとの通信状態にあるＧＳＲ（Galvanic Skin Response）検出モジュール、並び
に／或いは、ユーザー生体計測モジュール、を含むことができる。
【００１５】
　一実施形態においては、コントローラは、ユーザーが運動活動に従事しているかどうか
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を判定するべく、ＩＭＵセンサとの通信状態にある、慣性計測（ＩＭＵ）モジュールを含
むことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態においては、ユーザーと関連する生理学的パラメータを監視及び判
定するためのユーザー生体計測測定センサと、刺激インターフェイスと、は、ユーザーの
腕、手首、又は手の周囲の周りにおいて、少なくとも３０度だけ、離隔しているか、又は
セグメント化されている。
【００１７】
　一実施形態においては、コントローラは、適用される刺激を刺激プロファイルに従って
制御するための刺激コントローラを含み、刺激プロファイルは、持続時間及び／又は周波
数及び／又は強度／振幅及び／又は幅の観点において、適用される刺激を定義している。
【００１８】
　一実施形態においては、且つ、この場合にも用途に応じて、刺激器は、神経刺激器と、
ユーザーのモバイル装置（即ち、スマートフォン、タブレット、又はスマートウォッチ）
及び／又はクラウド上のリモートサーバーを含む外部／リモート装置の間における通信及
びデータ転送を促進するべく、通信モジュールを含むことができる。刺激器から転送され
るデータは、持続時間、周波数、強度などを含む、適用される刺激に関する情報、並びに
／或いは、生体計測測定センサによって判定された生理学的パラメータ、を含みうるもの
と想定される。逆に、外部／リモート装置から刺激器に転送されるデータは、コントロー
ラが、生成器及びアプリケータとの関連において、刺激コントローラモジュールを介して
、結果的に実装しうる、適用対象の刺激に対する（即ち、修正又は調節された刺激プロフ
ァイルを実装するための）変化に関する情報を含みうるものと想定される。
【００１９】
　一実施形態においては、電池及び関係する電池充電器をアプリケータに接続することが
できる。
【００２０】
電気刺激
　刺激が電気刺激であるケースにおいては、刺激生成器は、スイッチングマトリックスを
介した適用のために電気刺激を生成するべく、高電圧生成器と、電流リミッタと、を含む
。
【００２１】
　一実施形態においては、電気刺激は、一連の電気パルスを有しており、刺激コントロー
ラモジュールは、刺激プロファイルに従ってスイッチングマトリックスを介して電気刺激
のスイッチングを制御するべく、スイッチ制御モジュールと、パルス制御モジュールと、
を含む。
【００２２】
　一実施形態においては、刺激インターフェイスは、刺激インターフェイスの動作を制御
するべく、スイッチングマトリックスに接続された少なくとも１つのスイッチング構成を
含む。
【００２３】
　一実施形態においては、電池及び関係する電池充電器が、アプリケータに、且つ、具体
的には、それぞれの刺激インターフェイスと関連するそれぞれのスイッチング構成に、接
続されている。
【００２４】
　第１の実施形態においては、刺激インターフェイスは、関連する１つ又は複数の神経を
刺激するべく、ユーザー組織を通じて電流を送るように、少なくとも１つの電極ペアを含
む。
【００２５】
　一実施形態においては、少なくとも１つの電極ペアは、電極ペアが電流を提供し且つ受
け取ることができるように、デュアル機能を有する。
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【００２６】
　一実施形態においては、電極ペアは、神経系の特定のエリアに狙いを定めた刺激を許容
するべく、既定の構成を有するように構成することができる。更に詳しくは、前腕の長さ
に沿って延在する尺骨及び／又は正中神経に狙いを定めるための近接性を確立するべく、
平行に延在する電極ペアの構成を適用することができる。一実施形態においては、尺骨及
び／又は正中神経に狙いを定めるべく、２つの電極ペアを十字形のパターンにおいて提供
することができる。
【００２７】
　一連の電気パルスのケースにおいては、それぞれの刺激パルスは、単一周波数のパルス
を有していてもよく、或いは、同一又は異なる周波数の２つ以上のパルスの組合せを有す
るパルスを有することもできる。
【００２８】
　想定される一用途においては、パルス刺激プロファイルは、
周波数範囲：０．１Ｈｚ～１０００Ｈｚ、
強度：１００μＡ～１０ｍＡ、
パルス幅：１μＳ～１００ｍＳ、
というパラメータを有することができる。
【００２９】
　特定の一実施形態においては、刺激は、例えば、約１Ｈｚの周波数を有する低速発振波
形、約１５Ｈｚの周波数を有する、低速発振波形の上部において重畳された中間発振波形
、並びに、３０Ｈｚ～５０Ｈｚの周波数を有する、低速波形パルス及び中間発振波形の上
部において重畳された高発振波形などの、２つ以上の周波数の合計を有することができる
。
【００３０】
磁気刺激
　刺激が磁気刺激であるケースにおいては、刺激生成器は、１つ又は複数の神経を刺激す
るべく、ユーザーの組織内において電流を誘発するように、時変磁界生成器及び関係する
刺激インターフェイスを含む。
【００３１】
光刺激
　刺激が光刺激であるケースにおいては、刺激生成器は、１つ又は複数の神経を刺激する
べく、発光ダイオード（ＬＥＤ：Light-Emitting Diode）又はレーザーなどの光源を含む
。組織を通じて拡散すると共に容易には合焦されえない電気刺激とは異なり、光刺激は、
正確に狙うことが可能である、という利点を提供する。
【００３２】
音響刺激
　刺激が音響であるケースにおいては、刺激生成器は、１つ又は複数の神経を刺激するべ
く、音響生成器を含む。
【００３３】
振動刺激
　刺激が振動刺激であるケースにおいては、刺激生成器は、１つ又は複数の神経を刺激す
るべく、振動生成器を含む。
【００３４】
圧力刺激
　刺激が圧力刺激であるケースにおいては、刺激生成器は、１つ又は複数の神経を刺激す
るべく、振動生成器を含む。
【００３５】
　一実施形態においては、神経刺激器は、フィットネストラッカバンド、クラスプ、パッ
チ、ストラップ、又はスリーブ、或いは、従来の腕時計内において実施及び／又は保持及
び／又は収容及び／又は統合されうると共に／又は、これらに対して（例えば、クリップ
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によって）固定されうる、携帯型のウェアラブルな刺激器の形態を有することができる。
１つのバージョンにおいては、且つ、具体的には、隣接する曲がりやすいストラップ部分
がヒンジ方式によって装着される、中央の湾曲したクリッピング本体を有する、所謂バラ
フライクラスプを利用した腕時計（通常は、高級で豪華な腕時計）を参照すれば、神経刺
激器は、クリッピング本体に対して、一体的に装着されてもよく、或いは、着脱自在に装
着可能であってもよい。
【００３６】
　第１の用途においては、神経刺激器は、一体的な装置を形成するべく、スマートウォッ
チに結合されうる、携帯型でウェアラブルな刺激器の形態を有することができる。
【００３７】
　特定の一実施形態においては、スマートウォッチは、通常は、ユーザーの手首の背側に
おいて位置決めされる、ストラップに対して装着された腕時計演算装置を有しており、ス
トラップの腹側が本発明の神経刺激器を有している。これらは、別個の且つ個別のコンポ
ーネントであるが、神経刺激器の通信モジュールが、通常は、無線により、腕時計演算装
置と神経刺激器の間における通信及び／又はデータ及び情報の転送を可能にしている。こ
の用途においては、腕時計演算システムと神経刺激器は、ストラップ上において互いに直
径方向において反対側に配置することができる。
【００３８】
　神経刺激器の通信モジュールは、手首の背側において配置されたプロセッサとの間にお
ける刺激データの送信と生体計測データの受信の両方のための任意の適切な通信コンポー
ネントであってもよい。又、これに加えて、パルス制御モジュールは、スマートウォッチ
からの受け取られた生体計測データに基づいて電気刺激パルスプロファイルをトリガする
べく、コントローラロジックを含むこともできる。
【００３９】
　第２の用途においては、刺激コントローラモジュールは、閉ループ生体フィードバック
構成を提供するように、ユーザー生体計測測定センサからユーザー生体計測測定モジュー
ルによって受け取られた生理学的パラメータ、並びに／或いは、ＧＳＲ検出モジュール及
び／又はＩＭＵモジュールからの徴候、に基づいて刺激プロファイルを適用している。
【００４０】
　この実施形態においては、神経刺激器は、ユーザーの腕、手首、又は手の上部において
着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラップの形態
を有することができる。
【００４１】
　１つのバージョンにおいては、刺激コントローラモジュールは、受け取られた生理学的
パラメータを既定のレベル又はプロファイルと比較することができると共に、代替刺激プ
ロファイルを選択することができる（或いは、使用されている既存の刺激プロファイルを
調節することができる）。
【００４２】
　刺激コントローラモジュールは、生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、生理学的
パラメータの既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、生理学的パラメータの既定
のレベル又はプロファイルを維持するべく、更に別の刺激プロファイルを選択及び適用す
ることができる（或いは、刺激を停止することができる）。
【００４３】
　従って、関係する一方法においては、本発明は、以上において定義されているタイプの
神経刺激器を動作させる方法に拡張されており、この方法は、
　ユーザーと関連する生理学的パラメータを受け取ることと、
　受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル又はプロファイルと比較することと、
　相応して、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用されている既存の刺激プ
ロファイルを調節することと、
　を有する。
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【００４４】
　方法は、生理学的パラメータの監視を継続することを含み、且つ、生理学的パラメータ
の既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、方法は、生理学的パラメータの既定の
レベル又はプロファイルを維持するべく、別の刺激プロファイルを選択すること（或いは
、刺激を停止すること）を含む。
【００４５】
　第３の用途においては、神経刺激器は、ユーザーがやり取りしうる、トレーニングコン
ピュータ上において稼働する言語又は教育ソフトウェアなどの、対話型コンピュータ認識
トレーニングアプリケーションとの関連において使用することができる。この用途におい
ては、トレーニング処理モジュールは、ユーザーが従事しなければならない特定の活動又
は学習要素と間において、並びに／或いは、トレーニングにおける既定の時点において、
刺激の適用を調整するように、提供されている。
【００４６】
　１つのバージョンにおいては、トレーニング処理モジュールは、トレーニングにおいて
ユーザーのパフォーマンスを監視することができると共に、刺激プロファイルを選択する
ように刺激コントローラモジュールに対して指示することができる（或いは、１つの刺激
プロファイルが既に使用されている場合には、別の刺激プロファイルを選択することがで
きる）。トレーニング処理モジュールは、ユーザーのパフォーマンスの監視を継続し、且
つ、満足できるパフォーマンスレベルが実現されたら、ユーザーのパフォーマンスを維持
するべく、更に別の刺激プロファイルを選択及び適用することができる（或いは、刺激を
停止することができる）。
【００４７】
　この実施形態においては、神経刺激器は、ユーザーの腕、手首、又は手の上部において
着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラップの形態
を有していてもよく、神経刺激器は、（通信モジュール及び関係する通信コンポーネント
を介して）トレーニング処理モジュールに接続されており（或いは、少なくともこれとの
通信状態にあり）、トレーニング処理モジュールは、トレーニングコンピュータに接続さ
れている（或いは、少なくともこれとの通信状態にある）。
【００４８】
　第４の用途においては、神経刺激器は、ユーザーが、ユーザーの正中及び／又は尺骨神
経の刺激の際に対応する解剖学的運動を観察するべくやり取りしうる、視覚化コンピュー
タ上において稼働する視覚化装置との関連において使用することができる。
【００４９】
　この用途においては、視覚化モジュールは、正中及び／又は尺骨神経と関連する筋肉又
は筋肉グループの運動の視覚化装置上における表示との間において、通常は、連携した状
態で、正中及び／又は尺骨神経に対する刺激の適用を調節するように、提供されている。
視覚化装置は、仮想現実又は眼フィードバック装置の形態を有することができる。一実施
形態においては、仮想的に描画される活動又は運動の程度及び特性は、提供される刺激の
量と一致することになる。
【００５０】
　この実施形態においては、神経刺激器は、ユーザーの腕、手首、又は手の上部において
着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラップの形態
を有していてもよく、神経刺激器は、（通信モジュール及び関係する通信コンポーネント
を介して）視覚化モジュールに接続されており（或いは、少なくともこれとの通信状態に
あり）、視覚化モジュールは、視覚化コンピュータに接続されている（或いは、少なくと
もこれとの通信状態にある）。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、正中及び尺骨神経の解剖学的な図を示す。
【図２】図２は、刺激器が手首バンドの形態を有する一実施形態による本発明の神経刺激



(12) JP 2019-523031 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

器の概略図を示す。
【図３】図３は、刺激器がスマートウォッチに結合されている一実施形態による本発明の
神経刺激器の概略図を示す。
【図４】図４は、本発明の神経刺激器の可能なコンポーネントのうちのいくつかのコンポ
ーネントの大まかな概略ブロック図を示す。
【図５】図５は、神経刺激器が電気刺激を利用している、神経刺激器の１つの可能なバー
ジョンの概略ブロック図を示す。
【図６】図６は、本発明の神経刺激器によって生成されうるタイプの例示用のパルス刺激
波形を示す。
【図７】図７は、本発明の神経刺激器によって生成されうるタイプの代替パルス刺激波形
を示す。
【図８】図８は、対話型コンピュータ認識トレーニングアプリケーションとの関連におい
て使用される神経刺激器の概略図を示す。
【図９】図９は、視覚化アプリケーションとの関連において使用される神経刺激器の概略
図を示す。
【図１０】図１０は、本発明の更なる一実施形態による、末梢神経用の非侵襲型の神経刺
激器を動作させる方法を表す概略フローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　まず、図４を参照すれば、広い意味において、神経刺激器１００が、且つ、具体的には
、電気、光、音響、磁界、振動、又は圧力、或いは、これらの刺激の任意の組合せを使用
して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、ユーザーの腕、手首、又は手の近傍におい
て装着されうる、尺骨及び／又は正中神経などの末梢神経用の非侵襲型の神経刺激器が、
提供されている。刺激器１００は、スタンドアロンのバンド又はクラスプの形態を有して
いてもよく、或いは、フィットネストラッカバンド、腕時計、又はスマートウォッチの一
部分を形成することもできる。
【００５３】
　神経刺激器１００は、上述の刺激のいずれか又は組合せを生成するための刺激生成器１
０２と、生成された刺激をユーザーの腕、手首、又は手に適用するためのアプリケータ１
０４と、刺激生成器１０２及びアプリケータ１０４の動作を制御するためのコントローラ
１０６と、を有することができる。いくつかのケースにおいては、光、音響、磁界、振動
、又は圧力などの刺激の場合に、生成器１０２とアプリケータ１０４は、単一のコンポー
ネントに組み合わせることができる。
【００５４】
　一実施形態においては、アプリケータ１０４は、通常は、ユーザーの腕、手首、又は手
の前又は腹側の近傍において、刺激をユーザーの皮膚に適用するべく、刺激の特性に応じ
て、様々な形態を有しうる、少なくとも１つの刺激インターフェイスを有する。
【００５５】
　刺激は、方形、矩形、正弦、又は三角波形を含む連続波として、或いは、一連のパルス
として、適用することができる。
【００５６】
　一実施形態においては、且つ、用途に応じて、刺激器１００は、限定を伴うことなしに
、心拍数（ＨＲ）、心拍変動（ＨＲＶ）、体温、ＳＰＯ２、ＧＳＲ（Galvanic Skin Resp
onse）、及び慣性計測のうちの任意のものを含む、ユーザーと関連する生理学的パラメー
タを監視及び判定するべく、アプリケータ１０４内において或いはその近傍において実施
されうる（但し、必ずしもこうである必要はない）、ユーザー生体計測測定センサ１０８
を含むことができる。
【００５７】
　一実施形態においては、コントローラ１０６は、ユーザー生体計測測定センサ１０８と
の通信状態にあるユーザー生体計測測定モジュール１１０を含むことができる。コントロ
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ーラ１０６は、ユーザーの皮膚の導電率を計測するべく、ＧＳＲセンサとの通信状態にあ
るＧＳＲ（Galvanic Skin Response）検出モジュール、並びに／或いは、ユーザー生体計
測測定モジュール、を含むことができる。これに加えて、コントローラ１０６は、ユーザ
ーが運動活動に従事しているかどうかを判定するべく、ＩＭＵセンサとの通信状態にある
慣性計測（ＩＭＵ）モジュールを含むこともできる。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、ユーザーと関連する生理学的パラメータを監視及び判
定するためのユーザー生体計測測定センサ１０８と、刺激インターフェイスと、は、ユー
ザーの腕、手首、又は手の周囲に周りにおいて、少なくとも３０度だけ、離隔しているか
、或いは、セグメント化されている。
【００５９】
　一実施形態においては、コントローラ１０６は、適用される刺激を刺激プロファイルに
従って制御するべく、刺激コントローラモジュール１１２を含んでおり、刺激プロファイ
ルは、持続時間及び／又は周波数及び／又は強度／振幅及び／又は幅の観点において、適
用される刺激を定義している。
【００６０】
　一実施形態においては、且つ、この場合にも用途に応じて、刺激器１００は、神経刺激
器１００と、ユーザーのモバイル装置（即ち、スマートフォン、タブレット、又はスマー
トウォッチ）及び／又はクラウド上のリモートサーバーを含む外部／リモード装置の間に
おける通信及びデータ転送を促進するべく、通信モジュール１１４を含むことができる。
【００６１】
　刺激器１００から転送されるデータは、持続時間、周波数、強度などを含む、適用され
る刺激に関する情報、並びに／或いは、生体計測測定センサ１０８によって判定される生
理学的パラメータ、を含みうるものと想定される。
【００６２】
　逆に、外部／リモート装置から刺激器１００に転送されるデータは、コントローラ１０
６が、生成器１０２及びアプリケータ１０４との関連において、刺激コントローラモジュ
ール１１２を介して、結果的に実装しうる、適用対象の（即ち、修正又は調節された刺激
プロファイルを実装するための）刺激に対する変化に関する情報を含むことができるもの
と想定される。
【００６３】
　次に図５を参照すれば、神経刺激器１０が、且つ、具体的には、ユーザーの尺骨及び／
又は正中神経を電気的に刺激するための非侵襲型の神経刺激器１０が、提供されている。
但し、これは、すべての末梢神経に対して適用することができる。
【００６４】
　刺激器１０は、スイッチ制御モジュール１４、ＧＳＲ（Galvanic Skin Response）検出
モジュール１６、パルス制御モジュール１８、及びユーザー生体計測測定モジュール２０
を有するコントローラ１２を有する。
【００６５】
　刺激器１０は、スイッチングマトリックス２８を介した適用のために刺激パルスを生成
するべく、高電圧生成器２２及び電流リミッタ２４（並びに、関係する電流センサ２６）
を更に有する。
【００６６】
　刺激器１０は、ユーザーと関連する生理学的パラメータを判定するための、且つ、通常
は、ユーザー生体計測測定モジュール２０に対して接続される、ユーザー生体計測測定セ
ンサ３０を更に有する。
【００６７】
　刺激器１０は、ユーザーの皮膚の導電率を計測するべく、ＧＳＲ検出モジュール１６と
の通信状態にあるＧＳＲセンサ３２を有する。
【００６８】
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　刺激器１０は、通常は、電極ペア３６の形態である、刺激インターフェイスを有する、
ユーザーの外側皮膚表面に接触するための接触インターフェイスを提供するアプリケータ
３４を有する。上述のその他の刺激のいずれかが、即ち、光、音響、磁界、振動、又は圧
力が、使用される場合に、刺激インターフェイスが相応して異なることになるのは、明ら
かである。
【００６９】
　電極ペア３６は、通常、（図２及び図３において最良に示されているように）ユーザー
の手首３８の腹側の近傍において、刺激パルスをユーザーの皮膚に対して適用している（
これについては、更に詳細に後述することとする）。電極ペア３６の電極は、互いに隣接
した状態において示されているが、１つのバージョンにおいては、一方の電極（例えば、
アノード）がユーザーの身体の別の部分上において配置された状態で、他方の電極（例え
ば、カソード）のみが、ユーザーの腕、手首、又は手に固定されてもよい。
【００７０】
　それぞれの電極３６は、電極３６の動作を制御するべく、スイッチングマトリックス２
８に接続された関係するスイッチング構成４０を有する。
【００７１】
　アプリケータ１０は、（例えば、光パルスダイオードを使用した）心拍数（ＨＲ）、心
拍変動（ＨＲＶ）、体温、及び（ユーザーの動脈酸素飽和の推定値を提供するための）Ｓ
ＰＯ２を含む、ユーザーと関連する生理学的パラメータの判定を支援するべく、光センサ
４２を有する。
【００７２】
　一実施形態においては、充電式電池４４及び関係する電池充電器４６が、アプリケータ
３４に、且つ、具体的には、それぞれの電極３６と関連するそれぞれのスイッチング構成
４０に、接続されている。本発明の神経刺激器１０の設計目標は、刺激器１０が、充電式
電池の形態を有しうる、電池４４によって電力供給されるスタンドアロン装置の形態を有
することができるように、十分に少ない数のコンポーネント／パラメータを有する刺激器
を提供する、というものである。
【００７３】
　一実施形態においては、それぞれの電極３６は、電流を提供し且つ受け取ることができ
る、デュアル機能電極３６である。電極ペア３６は、上述のように、その動作を促進する
べく電流を受け取ることに加えて、充電式電池４４を充電するべく、電荷を提供するよう
に構成することもできる。
【００７４】
　一実施形態においては、アプリケータ３６は、刺激パルスを適用するべく、電極のペア
を有する。一実施形態においては、電極３６は、神経系の特定のエリア用の狙いを定めた
刺激を許容するべく、既定の構成を有するように構成することができる。更に詳しくは、
（図１に示されているように）前腕の長さに沿って延在する、尺骨及び正中神経に狙いを
定めるための近接性を確立するべく、平行電極の構成を適用することができる。一実施形
態においては、尺骨及び正中神経に狙いを定めるべく、電極３６の２つのペアを十字形の
パターンにおいて提供することができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態においては、ユーザーと関連する生理学的パラメータを判定するた
めのセンサ４２と、電極３６と、は、図２及び図３に示されているように、ユーザーの手
首３８の周囲の周りにおいて、少なくとも３０度だけ、離隔しているか、或いは、セグメ
ント化されている。
【００７６】
　図示されてはいないが、神経刺激器は、ユーザーが運動活動に従事しているかどうかを
判定するべく、慣性計測（ＩＭＵ）モジュールを含むことができる。
【００７７】
　パルス制御モジュール１８は、刺激セッション長、周波数、振幅、及びパルス幅を有す
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る既定の電気刺激パターンに基づいて神経を刺激するように構成されている。図６には、
－　９０ｍｓだけ離隔した、１５ｍｓという相対的に長い持続時間の正及び負パルス５２
、５４、
－　６０ｍｓだけ離隔した、５ｍｓという相対的に短い持続時間の正及び負パルス５６、
５８、
－　７０ｍｓだけ離隔した、１０ｍｓという相対的に中間の持続時間の正及び負パルス６
０、６２、及び、
－　８０ｍｓだけ離隔した、正及び負パルスバースト６４、６６、
を有する、本発明の神経刺激器１０によって生成されうるタイプの刺激波形５０の一例が
示されている。
【００７８】
　多くのその他の刺激プロファイルが使用されうることが明らかである。具体的には、特
定の状態に対して影響を及ぼすべく、既定のプロファイルの電気刺激を使用することがで
きる。これに加えて、同一の状態の異なるレベルに対して影響を及ぼすべく、異なる信号
プロファイルが有用でありうる（穏やかな睡眠問題対深刻な不眠症）。
【００７９】
　単一の又は様々な状態に対して影響を及ぼすべく、一意に関連付けられたパラメータプ
ロファイルを有する別個の信号の重畳が利点を有しうるものと想定される。いくつかの実
施形態においては、３つ以上の信号を互いに重畳させることができる。更にその他の実施
形態においては、例えば、超音波刺激が非侵襲的な電気刺激と結合されている際などには
、重畳は、異なる刺激タイプの信号の間において発生しうる。１つのバージョンにおいて
は、パルス刺激プロファイルは、
周波数範囲：０．１Ｈｚ～１０００Ｈｚ、
強度：１００μＡ～１０ｍＡ、
パルス幅：１μＳ～１００ｍＳ、
というパラメータを有することができる。
【００８０】
　次に図７を参照すれば、特定の一実施形態においては、パルス刺激プロファイル９０は
、約１Ｈｚの周波数を有する低速発振パルス９２、約１５Ｈｚの周波数を有する、低速発
振パルスの上部において重畳された中間発振パルス９４、及び３０Ｈｚ～５０Ｈｚの周波
数を有する、低速発振パルス及び中間発振パルスの上部において重畳された高発振パルス
９６を有することができる。
【００８１】
　図５を再度参照すれば、神経刺激器１０は、神経刺激器１０と、ユーザーのモバイル装
置（即ち、スマートフォン、タブレット、又はスマートウォッチ）及び／又はクラウド上
のリモートサーバーを含む外部／リモート装置の間における通信及びデータ転送を促進す
るべく、通信モジュール４８を含んでいてもよく、通信モジュール４８は、Bluetooth（
登録商標）、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ、Wi-Fi、ZigBeeなどのような適切な通信コンポーネント
を含む。
【００８２】
　神経刺激器１０は、（図２に示されているように）バンド、（図３に示されているよう
に）スマートウォッチ、パッチ、ストラップ、又はスリーブ内において実施及び／又は保
持及び／又は収容及び／又は統合されうると共に／又は、これらに（例えば、クリップに
よって）固定されうる、携帯型のウェアラブルな刺激器の形態を有しうることが便利であ
る。
【００８３】
　具体的には、図３を参照すれば、神経刺激器１０は、一体的な装置を形成するべく、ス
マートウォッチ８０に結合されうる、携帯型のウェアラブルな刺激器の形態を有すること
ができる。スマートウォッチ８０は、時間計測を超えた拡張された機能を有する、コンピ
ュータ化された腕時計である。最近のスマートウォッチ８０は、事実上、ウェアラブルコ
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ンピュータであり、且つ、従って、十分に拡張された機能を有しており、多くものが、モ
バイルオペレーティングシステムを使用してモバイルアプリケーションを実行し、且つ、
多くのケースにおいて、最近の携帯電話機／スマートフォンをエミュレートしている。
【００８４】
　特定の一用途においては、スマートウォッチ８０は、通常は、ユーザーの手首の背側に
おいて位置決めされる、連続的なストラップ８４に装着された腕時計演算装置８２を有し
ており、ストラップ８４の腹側は、本発明の神経刺激器１０を有している。これらは、別
個の且つ個別のコンポーネントであるが、神経刺激器１０の通信モジュール４８が、通常
は、無線により、腕時計演算装置８２と神経刺激器１０の間における通信及び／又はデー
タ及び情報の転送を可能にしている。この用途においては、腕時計演算装置８２と神経刺
激器１０は、ストラップ８４上において互いに直径方向において反対側に配置することが
できる。腕時計演算装置８２及び神経刺激器１０内において見出される独立的な且つ別個
のコントローラが、ユーザーの手首に装飾された２つの別個の電子回路の間の効果的な結
合を許容している。
【００８５】
　神経刺激器の通信モジュール４８は、手首の背側において配置されたプロセッサとの間
における、刺激データの送信と生体計測データの受信の両方のために、（Bluetooth、Ｒ
ＦＩＤ、ＮＦＣ、Wi-Fi、ZigBeeなど用の）任意の適切な通信コンポーネントであっても
よい。又、これに加えて、パルス制御モジュール１８は、スマートウォッチ８０からの受
け取られた生体計測データに基づいて電気刺激パルスプロファイルをトリガするべく、コ
ントローラロジックを含むこともできる。
【００８６】
　又、一実施形態においては、パルス制御モジュール１８は、閉ループ生体フィードバッ
ク構成を定義するように、ユーザー生体計測測定センサ３０から生体計測測定モジュール
２０によって受け取られた生理学的パラメータ、並びに／或いは、ユーザーの物理的活動
に関するＩＭＵモジュールからの徴候、に基づいて、電気刺激パルスプロファイルをトリ
ガするべく、コントローラロジックを含むこともできる。これは、例えば、フィットネス
刺激用途の文脈においては、心拍数（ＨＲ）又は心拍変動（ＨＲＶ）応答などの、刺激に
対応する個々の応答を活用している。特定の一用途においては、本発明のこの実施形態は
、望ましい生理学的状態を実現するべく、閉ループ方式により、正中及び／又は尺骨神経
の刺激を使用する、ユーザーの心拍数の管理に関係しているが、これに限定されるもので
はない。
【００８７】
　１つのバージョンにおいては、図１０に示されているように、パルス制御モジュール１
８は、ブロック１５４において示されているように、受け取られた生理学的パラメータを
既定のレベル又はプロファイルと比較することができると共に（ブロック１５０及び１５
２）、且つ、代替電気刺激パルスプロファイルを選択することができる（或いは、使用さ
れている既存のプロファイルを調節することができる）。パルス制御モジュール１８は、
生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、生理学的パラメータの既定のレベル又はプロ
ファイルが実現されたら、生理学的パラメータの既定のレベル又はプロファイルを維持す
るべく、更に別の電気刺激パルスプロファイルを選択及び適用することができる（或いは
、刺激を停止することができる）。
【００８８】
　この実施形態においては、神経刺激器は、図２に示されているように、ユーザーの手首
上において着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラ
ップの形態を有することができる。
【００８９】
　次に図８を参照すれば、一実施形態においては、神経刺激器１０は、ユーザー２０２が
やり取りしうる、トレーニングコンピュータ２００上において稼働する、言語又は教育ソ
フトウェアなどの、対話型のコンピュータ認識トレーニングアプリケーションとの関連に



(17) JP 2019-523031 A 2019.8.22

10

20

30

40

50

おいて使用することができる。この用途においては、トレーニング処理モジュール２０４
は、ユーザーが従事しなければならない特定の活動又は学習要素との間において、並びに
／或いは、トレーニングにおける既定の時点において、刺激パルスの適用を調整するよう
に、提供されている。この特定の実施形態の目的は、正中及び／又は尺骨神経の刺激との
間において、言語又は認識スキルの学習、トレーニング、及び教育を調整するというもの
である。
【００９０】
　１つのバージョンにおいては、トレーニング処理モジュール２０４は、トレーニングに
おけるユーザーのパフォーマンスを監視することができると共に、電気刺激パルスプロフ
ァイルを選択するようにパルス制御モジュー１８に対して指示することができる（或いは
、１つの電気刺激パルスが既に使用されている場合には、別の電気刺激パルスプロファイ
ルを選択することができる）。トレーニング処理モジュール２０４は、ユーザーのパフォ
ーマンスの監視を継続し、且つ、満足できるパフォーマンスレベルが実現されたら、ユー
ザーのパフォーマンスを維持するべく、更に別の電気刺激パルスプロファイルを選択及び
適用することができる（或いは、刺激を停止することができる）。
【００９１】
　従って、使用の際に、トレーニング処理モジュール２０４は、ユーザー２０２に困難を
提示する問題又はレベルにおける予め失敗した試みを識別することができると共に、困難
な問題又はレベルに直面しているユーザー２０２につながる又はその時点における適切な
量の刺激を適用することができる。
【００９２】
　この実施形態においては、神経刺激器１０は、ユーザーの腕、手首、又は手の上部にお
いて着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラップの
形態を有していてもよく、神経刺激器１０は、（通信モジュール４８及び関係する通信コ
ンポーネントを介して）トレーニング処理モジュール２０４に接続されており（或いは、
少なくともこれとの通信状態にあり）、トレーニング処理モジュール２０４は、トレーニ
ングコンピュータ２００に接続されている（或いは、少なくともこれとの通信状態にある
）。
【００９３】
　次に図９を参照すれば、別の実施形態において、神経刺激器１０は、ユーザーが、ユー
ザーの正中及び／又は尺骨神経の刺激の際に対応する解剖学的運動を（仮想現実経験の文
脈において）観察するべくやり取りしうる、視覚化コンピュータ上において稼働している
視覚化装置２１０との関連において使用することができる。関連する筋肉運動の視覚的な
知覚との連携状態において正中神経を刺激することにより、脳内における経路がトリガさ
れ、且つ、運動皮質を中枢神経系を通じて末梢神経系の正中及び／又は尺骨系内に接続し
ている、神経系チェーンに沿った失われた運動経路が再生成されるものと考えられる。
【００９４】
　この用途においては、視覚化モジュール２１２は、通常は、連携状態において、正中及
び／又は尺骨神経と関連する筋肉又は筋肉グループの運動の視覚化装置２１０上における
表示との間において、正中及び／又は尺骨神経に対する刺激パルスの適用を調整するよう
に、提供されている。視覚化装置２１０は、仮想現実又は眼フィードバック装置の形態を
有することができる。
【００９５】
　例えば、１つのバージョンにおいては、視覚化モジュール２１２は、関連する解剖学的
場所の電気刺激との間において、ユーザーの手の仮想的に描画された運動又は活動を調整
することができる。一実施形態においては、仮想的に描画かれた活動又は運動の程度及び
特性は、提供される刺激の量と一致することになる。
【００９６】
　この実施形態においては、神経刺激器１０は、ユーザーの腕、手首、又は手の上部にお
いて着用されうる、上述のタイプの、ウェアラブルなバンド、パッチ、又はストラップの
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形態を有していてもよく、神経刺激器１０は、（通信モジュール４８及び関係する通信コ
ンポーネントを介して）視覚化モジュール２１０に接続されており（或いは、少なくとも
これとの通信状態にあり）、視覚化モジュール２１０は、視覚化コンピュータに接続する
ことができる（或いは、少なくともこれとの通信状態にありうる）。
【００９７】
　本発明の神経刺激器１０は、好ましくは、腕、手首、又は手の背側において配置される
ように、バンド又は腕時計に内蔵されうる相対的に小さな刺激モジュールをもたらすべく
、コンポーネント／パラメータの数を低減することを狙っている。このような装置は、一
実施形態においては、自身が付加されているスマートウォッチ（或いは、Bluetoothを介
して、タブレット又はスマートフォンなどの別のローカルな装置）との間において信号を
送信及び受信することが可能であり、且つ、クラウドを介したリモートサーバーとの間に
おけるデータの直接的な送受信のためにインターネット接続することができる。一実施形
態においては、刺激モジュールは、手首の裏面と接触するバンドクラスプ内において埋め
込まれている。
【００９８】
　上述の用途に加えて、神経刺激器は、アラーム又は通知システムとして機能するように
構成することもできる。例えば、ユーザーは、通常は、刺激器に無線で接続されている装
置を介して、起床時刻を設定することができる。望ましい起床時刻において、神経刺激器
は、ユーザーの神経系を活性化し、且つ、これにより、ユーザーを目覚めさせるべく、漸
進的な刺激を付与することができる。又、アラームは、検出された生体計測値が特定のレ
ベルに到達した際に、例えば、ユーザーが、（パルスオキシメータからの）低酸素や（心
拍数モニタからの）低／高心拍数などを有することを通知するなどのように、ユーザーが
警告されるように、通知手段を提供することができる。いくつかの実施形態においては、
アラームシステムは、ユーザーが、その意図された目的地又は場所から逸脱している際に
、警告されるように、ＧＰＳ／近接性センタに結び付けることができる。
【００９９】
　神経刺激は、感覚運動皮質の直接的な感覚変調により、パフォーマンスを促進及び最適
化することが可能であり、間接的に、自律的機能を変調すると共に交感神経及び副交感神
経系の間のバランスを促進することにより、心拍変動（ＨＲＶ）に対して影響を及ぼしう
るであろう。人物が特定の形態の物理的活動を実行していると同時に正中神経から感覚入
力を受け取ることにより、プライマリ感覚皮質（Ｓ１）及びプライマリ運動皮質（Ｍ１）
は、共活性化を通じて、このような情報の処理に従事することになり、この結果、中枢レ
ベルにおける柔軟性が促進されうるが、これは、皮質が感覚処理の組合せによって特発さ
れるのに伴って、実行されている生理学的活動が利益を享受するように、運動出力を改善
することもできる。又、Ｓ１における正中神経及び／又は尺骨神経の刺激の効果は、痛み
の処理に対する効果を有することもでき、運動においては、且つ、異なる要因の結果とし
て、痛みは、長引いた我慢の結果である可能性があり、刺激に起因した視床皮質回路から
の変調は、痛みの閾値を増大させうるであろう。使用される周波数に応じて、中枢及び脊
髄レベルにおいて、エンケファシン及びエンドルフィンを放出し、これにより、痛みの軽
減を支援するべく、内因性オピオイド系を刺激することができる。
【０１００】
　特定のパラメータの組を確率論的プロパティと共に使用することが可能であり、この場
合に、生成される周波数は、０．５～１００Ｈｚの範囲であり、且つ、相対的に高い範囲
に限定されるものではない（１０００Ｈｚ以下である）。電流は、時間に伴って変動する
１～６ｍＡの範囲において、且つ、一連の混合したパルス可変特性（二次、三角、又は正
弦）において、供給される。正中神経及び／又は尺骨神経の刺激は、心拍数（ＨＲ）、脈
動、及びＨＲＶなどの機能の監視と結合することができる。又、これは、心臓及び呼吸能
力の生体フィードバックを提供するシステムとの組合せにおいて、従って、正中神経及び
／又は尺骨神経の統合された刺激が、刺激及び生理学的巻き込みのために、閉ループシス
テム内において含まれうる場合に、使用することができる。Ｓ１の活性化及び前頭側頭ネ
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、注意を改善することが可能であり、ＨＲ又はＨＲＶのケースと同様に、認識試験を通じ
た認識能力の監視も、同様に、実現可能である。特定の認識タスクにおける持続的な注意
は、認識能力用の閉ループシステムの開発の基礎となる。この結果、正中神経及び／又は
尺骨神経の刺激は、学習、判読、注意、又はマルチタスキングの最適化を目的とした認識
的且つ振る舞い的な介入に適したものとなる。
【０１０１】
　これに加えて、本発明は、共活性化プロセスをも示唆している。具体的には、神経レベ
ルは、既に活性状態にある特定の神経系に係合するための１つの方法として理解すること
が可能であり、別の神経単位から到来する別のタイプの情報の処理においては、これらの
単位は、相互作用することにより、２つの系によって形成されるネットワークを生成する
。この共有された且つ同時の活性化は、ネットワーク全体の処理を促進することができる
。振る舞いの観点において、これは、このような情報の統合及び処理を改善することによ
って１つの技法又は方法の効果を促進するべく、適用することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月23日(2019.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、ユーザーの
左及び／又は右腕、手首、又は手の近傍において装着される、前記尺骨及び／又は正中神
経を含む末梢神経のための非侵襲型の神経刺激器であって、
　少なくとも１つの刺激を生成するための刺激生成器と、
　前記生成された刺激を前記ユーザーの前記腕、手首、又は手に適用するためのアプリケ
ータであって、前記ユーザーの腕、手首、又は手の前又は腹側の近傍において、前記刺激
を前記ユーザーの皮膚に適用するべく、少なくとも１つの刺激インターフェイスを含むア
プリケータと、
　心拍数（ＨＲ）、心拍変動（ＨＲＶ）、体温、ＳＰＯ２、ＧＳＲ（Galvanic Skin Resp
onse）、及び慣性計測を含む、前記ユーザーと関連する生理学的パラメータを監視及び判
定するべく、前記アプリケータ内において又はその近傍において実施された複数のユーザ
ー生体計測測定センサと、
　前記刺激生成器及び前記アプリケータの動作を制御するためのコントローラであって、
前記適用される刺激を刺激プロファイルに従って制御するべく、刺激コントローラモジュ
ールを含み、前記刺激プロファイルは、持続時間及び／又は周波数及び／又は強度／振幅
及び／又は幅の観点において前記適用される刺激を定義し、前記刺激コントローラモジュ
ールは、閉ループフィードバック構成を定義するように、前記ユーザー生体計測測定セン
サから受け取られた前記生理学的パラメータに基づいて刺激プロファイルを適用し、前記
刺激コントローラモジュールは、前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル又
はプロファイルと比較し、且つ、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用され
ている既存の刺激プロファイルを調節する、コントローラと、を有する神経刺激器。
【請求項２】
　前記刺激コントローラモジュールは、前記生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、
前記生理学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記生理
学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、更に別の刺激プロ
ファイルを選択及び適用することができる（或いは、前記刺激を停止することができる）
、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項３】
　前記コントローラは、
　前記ユーザーの皮膚の導電率を計測するためのＧＳＲセンサとの通信状態にあるＧＳＲ
（Galvanic Skin Response）検出モジュールと、
　前記ユーザーが運動活動に従事しているかどうかを判定するべく、ＩＭＵセンサとの通
信状態にある慣性計測（ＩＭＵ）モジュールと、を含む、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項４】
　前記ユーザーと関連する前記生理学的パラメータを監視及び判定するための前記ユーザ
ー生体計測測定センサと、前記刺激インターフェイスと、は、前記ユーザーの腕、手首、
又は手の周囲の周りにおいて、少なくとも３０度だけ、離隔しているか、或いは、セグメ
ント化されている、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項５】
　前記刺激器は、前記神経刺激器と、前記ユーザーのモバイル装置及び／又はリモートサ
ーバーを含む外部又はリモート装置の間における通信及びデータ転送を促進するべく、通
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信モジュールを含み、前記刺激器から転送される前記データは、前記生体計測測定センサ
によって判定された持続時間、周波数、及び強度、並びに／或いは、前記生理学的パラメ
ータを含む、前記適用される刺激に関する情報を含み、前記外部又はリモート装置から前
記刺激器に転送される前記データは、前記コントローラが、前記生成器及び前記アプリケ
ータとの関連において、前記刺激コントローラモジュールを介して、結果的に実装しうる
、修正又は調節された刺激プロファイルを実装するべく前記適用される刺激の変化に関す
る情報を含む、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項６】
　前記１つ又は複数の刺激器は、前記ユーザーの左腕及び／又は手首及び／又は手、前記
ユーザーの右腕及び／又は手首及び／又は手、或いは、前記ユーザーの左及び右腕及び／
又は手首及び／又は手を刺激するように、装着されている、請求項１に記載の神経刺激器
。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの刺激は、電気、光、音響、磁界、振動、又は圧力、或いは、これ
らの刺激の任意の組合せを含み、前記刺激は、方形、矩形、正弦、又は三角波形を含む連
続波として、或いは、一連のパルスとして、適用される、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項８】
　電気刺激の場合に、前記刺激生成器は、スイッチングマトリックスを介した適用のため
に前記電気刺激を生成するべく、高電圧生成器及び電流リミッタを含み、前記電気刺激は
、一連の電気パルスを有し、前記刺激コントローラモジュールは、前記刺激プロファイル
に従って、前記スイッチングマトリックスを介して、前記電気刺激のスイッチングを制御
するべく、スイッチ制御モジュール及びパルス制御モジュールを含み、前記刺激インター
フェイスは、前記刺激インターフェイスの動作を制御するべく、前記スイッチングマトリ
ックスに接続された少なくとも１つのスイッチング構成を含む、請求項７に記載の神経刺
激器。
【請求項９】
　電池及び関係する電池充電器が、それぞれの刺激インターフェイスと関連するそれぞれ
のスイッチング構成に接続されており、前記刺激インターフェイスは、前記関連する１つ
又は複数の神経を刺激するべく、前記ユーザーの組織を通じて電流を送るように、少なく
とも１つの電極ペアを含み、少なくとも１つの電極ペアは、前記電極ペアが電流を提供し
且つ受け取ることができるように、デュアル機能を有する、請求項８に記載の神経刺激器
。
【請求項１０】
　前記電極ペアは、神経系の特定のエリアの狙いが定められた刺激を許容するべく、既定
の構成を有するように構成されており、前記電極ペアは、前腕の長さに沿って延在する、
前記尺骨及び／又は正中神経に狙いを定めるべく、互いに平行に延在しているか、又は前
記尺骨及び／又は正中神経に狙いを定めるべく、十字形のパターンにおいて提供されてい
る、請求項９に記載の神経刺激器。
【請求項１１】
　一連の電気パルスのケースにおいて、それぞれの刺激パルスは、単一の周波数のパルス
を有していてもよく、或いは、同一又は異なる周波数の２つ以上のパルスの組合せを有す
るパルスを有しうる、請求項８に記載の神経刺激器。
【請求項１２】
　前記パルス刺激プロファイルは、０．１Ｈｚ～１０００Ｈｚの周波数範囲であり、１０
０μＡ～１０ｍＡの強度と、１μＳ～１００ｍＳのパルス幅と、を有し、前記刺激は、約
１Ｈｚの周波数を有する低速発振波形、約１５Ｈｚの周波数を有する、前記低速発振波形
の上部において重畳された中間発振波形、並びに、３０Ｈｚ～５０Ｈｚの周波数を有する
、前記低速波形パルス及び前記中間発振波形の上部において重畳された高発振波形を含む
２つ以上の周波数の合計を有する、請求項１１に記載の神経刺激器。
【請求項１３】
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　磁気刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、前記
ユーザー組織内において電流を誘発するように、時変磁界生成器及び関係する刺激インタ
ーフェイスを含み、
　光刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）及びレーザーを有する群から選択された光源を含み、
　音響刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、音響
生成器を含み、
　振動刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、振動
生成器を含み、及び
　圧力刺激の場合に、前記刺激生成器は、前記１つ又は複数の神経を刺激するべく、振動
生成器を含む、請求項７に記載の神経刺激器。
【請求項１４】
　前記神経刺激器は、フィットネストラッカバンド、クラスプ、パッチ、ストラップ、又
はスリーブ、或いは、腕時計又はスマートウォッチ内において実施及び／又は保持及び／
又は収容及び／又は統合された、且つ／又は、これらに固定された、携帯型のウェアラブ
ルな刺激器の形態を有する、請求項１に記載の神経刺激器。
【請求項１５】
　前記腕時計は、隣接する曲がりやすいストラップ部分がヒンジ方式によって装着される
、中央の湾曲したクリッピング本体を有するクラスプ構成を利用しており、前記神経刺激
器は、前記クリッピング本体に対して、一体的に装着される、或いは、着脱自在に装着可
能である、請求項１４に記載の神経刺激器。
【請求項１６】
　スマートウォッチ構成であって、
　ストラップに嵌め込まれ、使用時にユーザーの手首の尺骨側に配置されている腕時計装
置であって、心拍数（ＨＲ）及び／又は心拍変動（ＨＲＶ）及び／又は体温及び／又はＳ
ＰＯ２及び／又はＧＳＲ（Galvanic Skin Response）及び／又は慣性計測を含む、前記ユ
ーザーと関連する生理学的パラメータを監視及び判定するべく、演算装置と複数のユーザ
ー生体計測測定センサとを含む腕時計装置と、
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、使用時に前
記ストラップの腹側に提供される、前記ユーザーの尺骨及び／又は正中神経を含む末梢神
経のための非侵襲型の神経刺激器であって、
　　少なくとも１つの刺激を生成するための刺激生成器と、
　　前記生成された刺激を前記ユーザーの腕、手首、又は手に適用するためのアプリケー
タであって、前記ユーザーの腕、手首、又は手の前又は腹側の近傍において、前記刺激を
前記ユーザーの皮膚に適用するべく、少なくとも１つの刺激インターフェイスを含むアプ
リケータと、
　　前記刺激生成器及び前記アプリケータの動作を制御するためのコントローラであって
、前記適用される刺激を刺激プロファイルに従って制御するべく、刺激コントローラモジ
ュールを含み、前記刺激プロファイルは、持続時間及び／又は周波数及び／又は強度／振
幅及び／又は幅の観点において前記適用される刺激を定義し、前記刺激コントローラモジ
ュールは、閉ループフィードバック構成を定義するように、前記ユーザー生体計測測定セ
ンサから受け取られた前記生理学的パラメータに基づいて刺激プロファイルを適用し、前
記刺激コントローラモジュールは、前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル
又はプロファイルと比較し、且つ、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用さ
れている既存の刺激プロファイルを調節する、コントローラと、を有する神経刺激器と、
を有するスマートウォッチ構成。
【請求項１７】
　前記刺激コントローラモジュールは、前記生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、
前記生理学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記生理
学的パラメータの前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、更に別の刺激プロ
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ファイルを選択及び適用することができる（或いは、前記刺激を停止することができる）
、請求項１６に記載のスマートウォッチ構成。
【請求項１８】
　前記刺激器は、前記神経刺激器と、前記腕時計演算装置の間における無線通信及びデー
タ転送を促進するべく、通信モジュールを含み、前記刺激器から転送される前記データは
、前記生体計測測定センサによって判定された持続時間、周波数、及び強度、並びに／或
いは、前記生理学的パラメータを含む、前記適用される刺激に関する情報を含み、前記腕
時計演算装置から前記刺激器に転送される前記データは、前記コントローラが、前記刺激
コントローラモジュールを介して、結果的に実装しうる、修正又は調節された刺激プロフ
ァイルを実装するべく前記適用される刺激の変化に関する情報を含む、請求項１６に記載
のスマートウォッチ構成。
【請求項１９】
　前記腕時計演算装置及び前記神経刺激器は、前記ストラップ上において互いに直径方向
において反対側に配置されており、前記神経刺激器の前記通信モジュールは、前記腕時計
演算装置との間における前記刺激データの送信と生体計測データの受信の両方のための通
信コンポーネントを有する、請求項１６に記載のスマートウォッチ構成。
【請求項２０】
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、前記尺骨及
び／又は正中神経を含む末梢神経のための非侵襲型の神経刺激器を動作させる方法であっ
て、前記神経刺激器は、刺激プロファイルに従って少なくとも１つの刺激を生成するため
の刺激生成器と、前記生成された刺激を前記ユーザーの腕、手首、又は手に適用するため
のアプリケータと、前記刺激生成器及び前記アプリケータの動作を制御するためのコント
ローラと、を有し、前記方法は、
　ユーザーと関連する生理学的パラメータを受け取ることと、
　前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル又はプロファイルと比較すること
と、
　相応して、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用されている既存の刺激プ
ロファイルを調節することと、
　対話型のコンピュータトレーニングアプリケーションとの間における前記ユーザーのや
り取りを監視し、前記ユーザーが従事しなければならない特定の活動又は学習要素との間
において、且つ／又は、トレーニングにおける既定の時点において、前記刺激の前記適用
を調整することと、を有する方法。
【請求項２１】
　前記生理学的パラメータの監視を継続するステップを含み、且つ、前記生理学的パラメ
ータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記方法は、前記生理学的パ
ラメータの前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、別の刺激プロファイルを
選択する（或いは、前記刺激を停止する）ことを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記トレーニングにおいて前記ユーザーのパフォーマンスを監視し、且つ、刺激プロフ
ァイルを選択するように、或いは、１つの刺激プロファイルが既に使用されている場合に
は、別の刺激プロファイルを選択するように、前記刺激コントローラモジュールに対して
指示するステップを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ユーザーのパフォーマンスの監視を継続し、且つ、既定のパフォーマンスレベルが
実現されたら、別の刺激プロファイルを選択するか、或いは、前記刺激を停止するステッ
プを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ユーザーが、前記ユーザーの正中及び／又は尺骨神経の刺激の際に対応する解剖学
的運動を観察するべくやり取りしうる、視覚化コンピュータ上において稼働する視覚化装
置との間における前記ユーザーのやり取りを監視するステップを含む、請求項２３に記載
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の方法。
【請求項２５】
　少なくとも１つの刺激を使用して正中及び／又は尺骨神経を刺激するべく、前記尺骨及
び／又は正中神経を含む末梢神経のための非侵襲型の神経刺激器であって、刺激プロファ
イルに従って少なくとも１つの刺激を生成するための刺激生成器と、前記生成された刺激
をユーザーの腕、手首、又は手に適用するためのアプリケータと、前記刺激生成器及び前
記アプリケータの動作を制御するためのコントローラと、を有する神経刺激器と、
　プロセッサであって、
　　ユーザーと関連する生理学的パラメータを受け取ることと、
　　前記受け取られた生理学的パラメータを既定のレベル又はプロファイルと比較するこ
とと、
　　相応して、代替刺激プロファイルを選択するか、或いは、使用されている既存の刺激
プロファイルを調節することと、
　　対話型のコンピュータトレーニングアプリケーションとの間における前記ユーザーの
やり取りを監視し、前記ユーザーが従事しなければならない特定の活動又は学習要素との
間において、且つ／又は、トレーニングにおける既定の時点において、前記刺激の前記適
用を調整することと、
を行うように構成されているプロセッサと、を有するトレーニングシステム。
【請求項２６】
　前記プロセッサは、前記生理学的パラメータの監視を継続し、且つ、前記生理学的パラ
メータの前記既定のレベル又はプロファイルが実現されたら、前記生理学的パラメータの
前記既定のレベル又はプロファイルを維持するべく、別の刺激プロファイルを選択する（
或いは、前記刺激を停止する）ように更に構成されている、請求項２５に記載のシステム
。
【請求項２７】
　前記プロセッサは、前記トレーニングにおいて前記ユーザーのパフォーマンスを監視し
、且つ、刺激プロファイルを選択するように、或いは、１つの刺激プロファイルが既に使
用されている場合には、別の刺激プロファイルを選択するように、前記刺激コントローラ
モジュールに対して指示するように更に構成されている、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　スポーツ能力及び持久力、疲労、用心深さ、運動技能の開発、学習、判読、注意又はマ
ルチタスキング、体重減少及び時差ぼけ、並びにマインドフルネスを含む認識能力を含む
非医学的な徴候を改善し、又はそれに対処することにおいて使用するための請求項１に記
載の非侵襲型の神経刺激システム。
【請求項２９】
　ＡＤＨＤ、うつ病、癲癇、不眠症、偏頭痛、不安、鋭い及び慢性的な痛み、心血管障害
、運動障害、及び機能回復を含む医学的徴候を改善し、又はそれに対処することにおいて
使用するための請求項１に記載の非侵襲型の神経刺激システム。
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